
 

さいたま市告示第１８９５号 
宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第５条第１項に規定する土地への立

入りを伴う基礎調査を実施するので、同条第２項の規定により告示する。 
令和７年１２月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 基礎調査を実施する土地 

さいたま市見沼区深作５丁目３４３－２、岩槻区大字慈恩寺字入山８３３－１、岩槻区大字南下新

井字妙見１３９１、１３９６、１３９７、１３９８－１、１３９９－１、１４１６、１４１７－１、

１４１８－１、１４１９、大字飯塚字新切１７、３６－３、３６－４、３６－５、３７－２、 

３７－３、３９－４、３９－５、４１－１、４１－３、大字表慈恩寺字南６２３－７、大字浮谷字

八幡９４３、大字平林寺字前原４０－１、４０－２、４１－１、４９－１、５５－３、５９－１、

１０２－１、大字裏慈恩寺字 台１５９９－１、１６１４－１ 

２ 基礎調査を実施する期間および時間 
令和８年１月１３日から令和８年１月２３日までの９時から１７時まで 


